
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ ２ ） 保 育 支 援 の 充 実  

保 育 支 援 は 、子 ど も の 幸 せ を 第 一 に 考 え る と と も に 、利 用 者 の 生 活

実 態 及 び 意 向 に 配 慮 し た 支 援 体 制 の 充 実 に 努 め ま す 。  

 

 

保 護 者 等 が 労 働 等 に よ り 家 庭 で 十 分 に 保 育 す る こ と が で き な い 就 学

前 の 児 童 に 対 し 、適 正 な 保 育 や 定 員 の 見 直 し を 実 施 し 、児 童 の 健 全 な 育

成 を 図 る と と も に 保 護 者 等 の 支 援 を 行 い ま す 。  

● 通 常 保 育 事 業 目 標  

区分 平成１６年度末 平成２１年度目標 

実施数 
普通保育 ６か所 

僻地保育 １か所 
普通保育 ５か所 

 ※平 成 17 年 度 か ら 温 泉 保 育所・富浦保育所は、登別保育所に統合。 

 

 

保 護 者 の 就 労 時 間 の 多 様 化 に 対 応 す る た め 、 全 保 育 所 で 実 施 し ま す 。

７ 時 １ ５ 分 か ら １ ８ 時 １ ５ 分 へ 拡 大 し ま す 。  

● 拡 大 保 育 事 業 目 標  

区分 平成１６年度末 平成２１年度目標 

拡大保育 ０か所 全保育所 

 

 

保 護 者 の 就 労 形 態 の 多 様 化 等 に よ り 、や む を え な い 理 由 に よ り 延 長 保

育 が 必 要 な 児 童 を 、１ ８ 時 １ ５ 分 か ら １ ９ 時 １ ５ 分 ま で １ 時 間 延 長 し て

保 育 し ま す 。  

● 延 長 保 育 事 業 目 標  

区分 平成１６年度末 平成２１年度目標 

延長１時間 ４か所 全保育所 

 
 

日 曜 日 や 祝 日 に 、保 護 者 が 勤 務 等 で 児 童 の 養 育 が 困 難 と な る 場 合 、拠

点 方 式 に よ り 保 育 を 行 い ま す 。  

● 休 日 保 育 事 業 目 標  

区分 平成１６年度末 平成２１年度目標 

実施数 ０か所 １か所 

 

休 日 保 育 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  

延 長 保 育 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  

通 常 保 育 時 間 の 拡 大 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  

通 常 保 育 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  
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３ 歳 以 上 で 就 学 前 の 心 身 に 障 害 を 持 つ 児 童 や 発 育・発 達 に 心 配 の あ る

集 団 保 育 が 可 能 で 日 々 通 所 で き る 児 童 を 受 入 れ し 、 児 童 の 健 全 な 成 長 、

発 達 を 促 し ま す 。  

● 障 害 児 保 育 事 業 目 標  

区分 平成１６年度末 平成２１年度目標 

実施数 全保育所 全保育所 

 

 

保 護 者 が 勤 務 場 所 や 通 勤 な ど の 都 合 に よ り 、他 市 町 村 の 保 育 所 に も 入

所 で き る よ う 配 慮 し 保 護 者 の 負 担 軽 減 を 図 り ま す 。  

 

 

生 後 ６ ヶ 月 以 上 の 日 々 保 育 に 欠 け る 乳 児 を 保 育 し 、乳 児 の 健 全 な 発 達

を 促 し ま す 。  

● 乳 児 保 育 事 業 目 標  

区分 平成１６年度末 平成２１年度目標 

実施数 ４か所 全保育所 

 

 

看 護 師 及 び 従 業 員 を 確 保 す る た め 、病 院 内 や 事 業 所 内 で 保 育 を 実 施 し

て い る 団 体 に 対 し て 補 助 し 、 児童の健全な育成を促進します。 

● 平 成 １ ５ 年 度 実 績  ５ ヵ 所  

 

 

乳 幼 児 期 に お け る 子 ど も た ち の 心 身 の 健 や か な 発 達 を 推 進 す る た め 、

「 年 齢 」や「 保 育 に 欠 け る 」要件 な ど で 子 ど も の 育 ち を 区 分 す る こ れ ま

で の 幼 稚園・保 育所という垣根を乗り 越 え て 、そ れ ぞ れ が 強 い 連 携 と 可

能 な 分 野 か ら の 融 合 を 図 り 、０歳児から学齢期前の子どもの保育・教 育 、

あ る い は 地 域 の 子 育 て 支 援 の 拠 点 的 機 能 を 備 え た 幼 保 一 元 化 事 業 を 取

り 組 み ま す 。  

ま た 、 幼 保 一 元 化 事 業 を 推 進 す る た め の カ リ キ ュ ラ ム を 策 定 し ま す 。

● 幼 保 一 元 化 事 業 目 標  

区分 平成１６年度末 平成２１年度目標 

実施数 ０か所 ２か所 

 
 

幼 保 一 元 化 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  

病 院 内 等 保 育 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  

乳 児 保 育 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  

保 育 所 広 域 入 所 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  

障 害 児 保 育 事 業 （ 子 育 て グ ル ー プ ）  
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